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環境創造センター運営戦略会議設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 環境創造センターが担う４つの機能について、福島県、国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構、国立研究開発法人国立環境研究所及び福島国際研究教育機

構の四者が連携・協力して中長期にわたり取り組む具体的方針を策定するため、環

境創造センター運営戦略会議（以下「運営戦略会議」という。）を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 運営戦略会議は、環境創造センターに関する次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 環境創造センター中長期取組方針の策定に関すること 

(2) その他環境創造センターの取組に関する重要な事項 

 

 （組織） 

第３条 運営戦略会議は、別表１に掲げる役職にある者及び別表２に掲げる学識経験

者（以下「構成員」という。）をもって構成する。 

２ 議長は、福島県副知事をもって充てる。 

３ 議長は、運営戦略会議の議事運営に当たる。 

４ 議長に事故ある時は、議長があらかじめ指名する構成員がその職務を代行する。 

 

 （会議） 

第４条 運営戦略会議は、必要に応じて議長が招集する。 

２ 運営戦略会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 別表１に掲げる役職にある構成員が運営戦略会議に出席できないときは、代理の

ものを出席させることができる。 

 

 （意見の聴取） 

第５条 運営戦略会議は、必要に応じ構成員以外の者を出席させ、意見を求めること

ができる。 

 

（幹事会） 

第６条 運営戦略会議における協議を円滑に進めるため、運営戦略会議に幹事会を置

く。 

２ 幹事会は、別表３に掲げる役職にある者をもって構成する。 

３ 議長は、福島県生活環境部政策監をもって充てる。 

４ 幹事会においては、運営戦略会議に付議する事案について協議調整する。 

５ 第４条及び第５条の規定は、幹事会について準用する。 

 

 （庶務） 

第７条 運営戦略会議の庶務は、福島県生活環境部生活環境総務課において処理する。 
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 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、運営戦略会議に関して必要な事項は別に定め

る。 

 

   附 則 

１ この要綱は平成２６年５月１２日から施行する。 

２ この要綱は連携推進協定に運営戦略会議の設置を定めた時にその効力を失う。 

   附 則 

１ この要綱は平成２７年１月２１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は平成２７年４月２４日から施行する。 

２ この要綱は環境創造センターにおける連携協力に関する実施協定(平成２７年４

月２４日締結)第４条第２項に基づき必要な事項を定めるものとする。 

   附 則 

１ この要綱は平成３０年６月２５日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は令和３年８月１７日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は令和４年１月２４日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は令和６年７月８日から施行する。 

２ この要綱は環境創造センターにおける連携協力に関する実施協定(令和６年７月

８日締結) 第４条第２項に基づき必要な事項を定めるものとする。 

附 則 

１ この要綱は令和６年１０月２３日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は令和７年３月４日から施行する。 
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別表１（第３条関係） 

団  体  名 役  職  名 

文部科学省 大臣官房審議官（研究開発局担当） 

環境省 
大臣官房審議官（総合環境政策統括官

グループ担当） 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 理事 

国立研究開発法人国立環境研究所 理事 

福島国際研究教育機構 理事 

福島県 

副知事 

生活環境部長 

環境創造センター所長 

 

別表２（第３条関係） 

役  職  名 氏   名 

東北大学大学院 

工学研究科 教授 
 中田 俊彦 

福島大学環境放射能研究所 

教授 
塚田 祥文 
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別表３（第６条関係） 

団  体  名 役  職  名 

文部科学省 研究開発局原子力課長 

環境省 
総合環境政策統括官グループ 

環境研究技術室長 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
福島廃炉安全工学研究所 

廃炉環境国際共同研究センター長 

国立研究開発法人国立環境研究所 福島地域協働研究拠点長 

福島国際研究教育機構 

研究開発部門 分野長 

（原子力災害に関するデータや知見の

集積・発信分野） 

福島県 

生活環境部政策監 

生活環境総務課長 

環境創造センター所長 

 

 


